
別添１３ 輸出マニフェスト申告
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障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は
輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は
輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【復旧待ちにおける留意事項：（「K」「Y」）】
システム障害発生中に開庁時申告が起動する時刻が経過してしまった場合
は、システム復旧後も自動起動しないことから、輸出マニフェスト通関申告業
務（業務コード：MEC）の申告条件「スペース」（搬入後申告）又は「Ｘ」（搬入前
申告）により、申告する必要がある。

留意事項



別添１３ 輸出マニフェスト申告（続き：許可後変更）
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障害３

復旧待ち
ＭＡＦ

障害４

復旧待ち
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【障害３の対応】
①許可書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、申告控を必
要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を
押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害４の対応】
①変更申請控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の
場合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②変更申請控（承認用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

障害５

【障害５の対応】
①許可書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、変更申請控
を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者
印）を押印の上、税関へ提出する。
②変更申請控（承認用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

復旧待ち


